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づいて定められていた。すなわち~n 組仏11人は巡輸 ・ 運転系統

の労務~.阪であり，定められた〆イヤによる列11工巡行を中心とす

る受動的な勤務に IJ位するので， とくに職員の能率向上によ っ て

作梁監を上げることは困難である。これに対しては定倒的なr'i

金支払いの方式をとり， 日常の草1);官、に対しては:u与金の点で報

いると L づ )ji去をとった。これに対し工場校工については， 各

人の作業祉の認定が容易な上に，作業誌の多少は各人の技能1ti!)

怠によ っ て左右されるので I 111L来高給制度を採用し，日々の能

率をただちに fr(金の上に反映させることとした。またその他の

~'t 3 極~Il人および施設系統の労務紋たる第 2 極仙人については，

ÎJÍJ述した釦 1 .flIì. O， 11人とは作業内容が94なる関係で， ある程度ま

で本人の勤労意欲によることが可能であ った。 しかしその作業

訟は工場のように山来高ではかることは不可能であったため，

かわりに'Jf勤務時間を尺皮として凡j ，、， i包治時間に対して増務

給を支払うと L、う方法によってその怒欲に報いた。なおこうし

たJf，'務紛の f(tÎにおける不平等はべつの陥で訊!盤されていた。 す

なわちj刑事給制度のない第 lf軍備人は賞与金の支給率が最も高

< ， 限定された形で何百務給を認められている第 2 僅自11人の支給

率がこれにっさ~.，第 3 極傭人は最も低かった。戦後身分制度の

撤廃および従来のような貸与制度が廃止されたことに伴なって，

このような差別的取扱もなくな った。

現行11jlJl良は指定職を除く 全~.成員が公休日，非干存臼その他すべ

て正規の時間外に勤務 した場合を対象とし，本人の基本給月傾

とこれに対応する勤務地手当を iili礎に ， これと各勤務随別によ

っ て定められている正規の勤務時|回数から割出された 1 I時間当
125 J.. ~ :t"11 ~fil""'I ，:ih 1 11:1 り単fìlliの ーーが， 超過車l店主 10サ閥に対して支払われることにな
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っ ている。ただ刻現業勤務の場合の土11111 日(ま たはこれにかわ

る日)の 17 111y までの勤務， および遅参その他によって正規の勤

務H判円を欠いたものが当 日超過勤務した場合に，正規の勤務H寺
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間l 数によ主するま での時間に対してはーーが支払われる。また公
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休日， ~ Iô 干昨 日等に勤務した後日，代休を与えられた場合には，
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111寺聞につき ーーを控除されるので結局ーーだけが残る形とな100 ~，~""~，，-- - _..~ ， .v 100 

る。

2 夜勤手当

夜助手当制度に相当するものとして，戦前の図鉄では 2 日に

またが っ て勤務する場合に， 夜間勤務者に対する食事代という

芯味で夜勤食料としづ給与が支払われた。夜1M食料は明治 6 年

に設けられ終戦に至るまで存在 した。 その内容は夜勤時間の長

短により微佼料 と宿直料に分れ，徹夜料は食料 3 度分，宿直料

は 2 皮分の定額とし ， 食料 l 度分の単úllíは廃品以上と自If人の 2

本mであ っ た。このほかH百和 18 年に歪り勤務が 2 日 にまたが

らない場合でも ， 221専をこえ，かつ勤務 11寺聞が 1011寺間以上にお

よんだ場合には， 半夜料として宿直料の半叙が支払われた。非

現業職員には以上のような夜勤食料の制度はなく ， そのかわり

201時以降に勤務した場合には， !見物まかないを与えられるこ

とになっていた。このように夜勤食料制度は 1 夜当りいくらと

いう定額の考え方にたっており，したが って戦後夜勤手当制度

(一時夜勤加給と呼ばれた時代もある)が確立され 22 時以降

511寺までの夜間に実働したl時間に対する賃金の制均であるとい

う，たてまえがとられるとともに大きな反響をl乎ぴ，その後か

なり長期にわたり労働問題としてお)き ゅ うを絞けた。

昭和 29 年に至ってようやくこの間組も落清し，現在のような

姿になったが，その中には，戦前の長い陛史や，夜間勤務，と

くに l 昼夜交代 ， ~貝IJ 3 交代のような国鉄勤務の特異性が加l片之

されている。 すなわち夜助手当は22 11奇以降 51時までの聞に勤務

した 11寺!日](したがって休憩l時間， 1駆目即時間は除かれる ) 11時間に

25 
っき， 11時間単価のーーの制合で支払われるのを原則とする。

100 
しかしなお一昼夜交代その他常例的に夜間勤務に従事し，かつ

勤務の長時間にわたるものに対しては，所定夜勤H寺附の長短に

より 70 円:および 80 円の最低保障告iìを設けているが， 現実には

この附を受けるものは交代勤務者ーのほほ?を占める実情であ
る。 夜間勤務加算の制度は， 1115和 27 ・ 4 か ら実施された。!被後夜

勤手当をめぐり長期にわたる紛争のあったことは前述のとおり

であるが，とくに問題の焦点となったのは 1 つは夜間勤務を常

態とし，かつ l 勤務の長時間にわたる者に対する 1 夜当り手当

傾の瑚加と，他の 1 つは夜間屋外で危険作業に従事する特定職

員に対する創的率のt1:1加であった。 仲裁裁定の結来前者につい

ては， 1 昼夜，変則J 3 交代 ， fill:制l交代等の長時間勤務に対する

l 夜当り定傾加算制度により ， また後者については夜間爽働 3

時間以上にわたることを条件とし，職種と勤務flili所を指定して

l 夜当り 10 円または 5 円の定額を支払われることとな った。

これがL、わゆる夜間勤務加算制度であるが， このうち勤務極別

に応ずる力n:p:は ， II(叩] 29 ・ 4 の最低保障額改訂の際にその中へ織

込まれたので，現在は危険職位に対する加算のみが残っている。

3 日直手当および宿直手当

制度化されたのは戦後のこ と で，戦前の夜事u食料中には宿直

料とし、う名称があったことは前にのべたが，それは現在の宿直

手当というより夜勤手当の 1 f1llとみられるものであった。日直

は祝日または公休日空宇の勤務を要しな L 、日に， また宿直は本務

終了後の夜間に庁舎の見回りや文諮の受授，外部との連絡等の

ために庁舎内に拘束されるのであったが， 戦後一時はこれを超

過勤務の一節とみなし， 手当の支払についても超過勤務手当の

計算方法によ ったこともあった。しかし日直については突労働

と休紅1時間の区別も明かではなく，実情にそわないため多少の

変i珪を経て今日の姿に務着いた。現行制度によれば， 1 @]につ

き日直手当は 360 円(ただし日直 5 時間以下の場合は半額) ， 宿

直手当は特殊日草ul駅については一律 180 円，その他は宿直l時間

が 811寺聞をこえるか否かにより ， それぞれ 240 円 150 円とな

っている。

4 祝日手当

支払いについてはおおむね公休日勤務の場合の超過勤務手当

の支払いと異なるところがなく，祝日に勤務し，後日代休をと
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った場合にーーが佳除される点も類似しているが， ただ両者の
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:ti\l;;f;:的な相違は，公休日が木来無給の日であるのに対し，祝日は

有給の日であり，したがって祝 日 当 日に勤務を指定されたもの

が欠勤すれば賃金減傾の対象となる。また公休日労働に対する
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の制対~I という形であるが，祝日手当に関しては，本来祝日が有

給であり，したがって進本給月額そのものの中に祝日勤務の対

{iUiが含まれているというたてまえからおして，器全体が告側
分ということになるわけである。祝日手当の支払は別段労働基

準法に銭務づけられてはいないが， 官庁および大部分の民間企

業ではこの制度が行われている。

5 加算給の割増

戦後の制度で，労働基準法の制定とともに始まったものであ

る。職員が勤務定刻外または夜間に，職務加算給または作業加

算給の対象となる勤務に従Ilj:.した場合に 1 時間につき加算給
25 

の 11時間当り I洲市lの τ00 を支払うことになっているが，元来少

傾な加:p給に対するこの径の割増は， 計算事務のわずらわしさ

にくらべて，きわめて少額にしか達しない場合が通例である。
(吉井浩)
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